


注1）　架空電線路用並びに電気事業法第2条第１項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの（擁壁を含む。）並びに
　　　電気通信事業法第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。






